
物流効率化事業補助金と物流効率化法との関係

①計画策定経費補助は、総合効率化計画を策定するための経費に対する補助。

②運行経費補助は認定された総合効率化計画のうち、モーダルシフト、幹線輸送の集約化、
ラストワンマイル配送、中継輸送の運行経費の一部に対する補助。

ポイント

計画策定経費補助（総合効率化計画策定事業）
物資の流通の効率化に関する法律に規定する「総合効率化計画」の策定のための調査事業。

物流効率化法による総合効率化計画認定

運行経費補助
（モーダルシフト推進事業、幹線輸送集約化推進事業、ラストワンマイル配送効率化推進事業、中継輸送推進事業）

認定された総合効率化計画に基づき実施するモーダルシフト、幹線輸送の集約化、
ラストワンマイル配送効率化、中継輸送について、運行経費の一部を補助。
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→総合効率化計画申請と補助金申請の同時提出も可能
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